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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、2020年６月26日開催の第89回定時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、2020年７月１日に臨時報

告書を提出したが、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）に

おいて、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本報告書を提出する

ものである。

 

２【訂正事項】

２．報告内容

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

 

３【訂正内容】

 訂正箇所は＿＿を付して表示している。

 

(訂正前)

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）
（注）４

第１号議案 640,937 5,340 0 （注）１ 可決　(99.07%)

第２号議案 646,186 91 0 （注）２ 可決　(99.89%)

第３号議案    （注）３  

水谷　知彦 642,556 3,721 0  可決　(99.32%)

上野　篤志 642,556 3,721 0  可決　(99.32%)

豊泉　貫太郎 631,605 14,672 0  可決　(97.63%)

第４号議案 645,505 783 0 （注）１ 可決　(99.78%)

第５号議案 645,283 462 543 （注）１ 可決　(99.74%)

第６号議案 644,681 1,607 0 （注）１ 可決　(99.65%)

第７号議案 390,672 255,616 0 （注）１ 可決　(60.39%)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上の賛成である。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

賛成である。

４．賛成の割合は、事前行使の議決権数および当日出席の全株主の議決権数に対するものである。
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(訂正後)

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）
（注）４

第１号議案 641,038 5,340 0 （注）１ 可決　(99.07%)

第２号議案 646,287 91 0 （注）２ 可決　(99.89%)

第３号議案    （注）３  

水谷　知彦 642,657 3,721 0  可決　(99.32%)

上野　篤志 642,657 3,721 0  可決　(99.32%)

豊泉　貫太郎 631,706 14,672 0  可決　(97.63%)

第４号議案 645,606 783 0 （注）１ 可決　(99.78%)

第５号議案 645,384 462 543 （注）１ 可決　(99.74%)

第６号議案 644,782 1,607 0 （注）１ 可決　(99.65%)

第７号議案 390,773 255,616 0 （注）１ 可決　(60.39%)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上の賛成である。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

賛成である。

４．賛成の割合は、事前行使の議決権数および当日出席の全株主の議決権数に対するものである。
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